
 

第６章 育児・介護休業法 

１ 育児・介護休業法とは 
育児・介護休業法は、育児や介護を行う労働者の職業生活と家庭生活

との両立を支援し、雇用の継続や再就職を促進することを目的に定められ

ています。 

主な内容として、育児や介護を理由とする休業や休暇、時間外労働の

制限、事業主の責務などが定められています。 

なお、男女とも仕事と育児を両立できるように、令和４年４月から、本人

又は配偶者の妊娠・出産を申し出た労働者に対する個別周知・意向確認

の措置の義務化、令和４年１０月から出生時育児休業制度（産後パパ育休

制度）の創設等の法改正が行われています。 

 

２ 事業主が講じるべき措置 
（１）事業主の義務 

事業主は、原則として要件を満たした労働者の育児休業や介護休業

の申出を拒むことはできません。 

（２）制度の周知 
  育児 介護 

義務 

・本人又は配偶者の妊娠・出産等を
労働者が申し出た場合に、事業主
は当該労働者に育児休業制度等を
個別に周知し、取得意向を確認する
義務がある。 
〈周知事項〉 
・育児休業、産後パパ育休に関する
制度 
・育児休業・産後パパ育休の申出先
・育児休業給付に関すること 
・休業中に負担すべき社会保険料
の取扱い 

 

努力 
義務 

事業主は、育児・介護休業中の待遇や休業後の賃金、配置などの労働条

件を予め定め、労働者又はその配偶者が妊娠・出産したことを知った場合

や労働者が介護していることを知った場合は、その労働者に制度を周知す

るよう努力しなければならない。 

〈周知事項の例〉 

・上記育児休業制度等の事項以外 

・育児休業及び介護休業中の待遇に関する事項 

・育児休業及び介護休業後の賃金、配置その他の労働条件に関する事項

・その他の事項 

 

  

 

 

           
〇嫌なことは嫌という 

あなたが嫌だという気持ちに、相手は気付いていないのかもしれません。 

〇自分を責めない 

「自分にスキがあったのではないか」とか、「うまく受け流せない自分が

悪いのでは」などと、自分を責めることはありません。職場は働く場であっ

て、誰であろうとあなたの人間としての尊厳を否定したり、基本的人権であ

る労働権を侵害したりすることはできません。 

〇仲間をつくる 

職場の中でセクシュアルハラスメントが頻発しているようであれば、仲間

をつくって話合いを持ち、状況によっては抗議しましょう。 

〇記録を残す 

セクシュアルハラスメントが発生した日時・場所・具体的な状況などを記

録しておきましょう。 

被害の状況を手紙に書いて相手や会社に郵送すると、後で証拠になり

ます。念のために、内容証明郵便で送付しておくことをおすすめします。 

〇相談する 

一人で抱え込まず、社内の相談・苦情窓口や人事担当者又は外部の相談

機関（労働者支援事務所、福岡労働局雇用環境・均等部など）へ相談しましょ

う。 

もしも、被害にあったら… 
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